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和歌山県では、首都圏における魅力を発信する拠点として東京都（有楽町）にアンテナショッ
プを設置・運営し、県内事業者が生産する県産品の認知度向上や販路拡大を支援しています。

今年で２０周年を迎えるアンテナショップ「わかやま紀州館」は、店舗面積を拡張するなどリ
ニューアル工事を実施しており、各県内事業者の皆様が出品できる商品数も拡大することとなり
ました。

新製品のPRや新規顧客の獲得、お客様の反応調査など、今夏（６月予定）に新しく生まれ変わ
り、注目を集める「わかやま紀州館」をぜひともご活用ください。

和歌山県農林水産部食品流通課 販売促進班／宮永・堺田 TEL 073-441-2814お問い合わせ

～わかやま紀州館リニューアルオープンに向けた県内事業者大募集～

首都圏アンテナショップ「わかやま紀州館」における

「商品出品」や「店頭販売」を希望する県内事業者を募集中！

わかやま紀州館（物産コーナー）／橋本 TEL 03-3216-8000

【申請手続・取扱条件

など詳細についてはこちら】

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/kokunai/kishukan/kishukan.html

【 リニューアル工事期間中においても、仮店舗（東京交通会館地下１階同フロア内）
にて営業継続中です（令和６年３月～５月予定）】

※リニューアルオープン以降も随時申請を受付しています。

「商品出品」・「店頭販売」の公募スケジュール ～リニューアルオープン（６月予定）に向けて～

「商品出品」 【一般加工品・生鮮農産物】

◎第１回スポット募集（１度につき最大３商品まで）
令和６年３月末までに申請書等を提出 → ４月中下旬：審査会 → ６月以降：販売

◎第２回スポット募集（１度につき最大３商品まで）
令和６年４月末までに申請書等を提出 → ５月中下旬：審査会 → ６月以降：販売

「店頭販売」
先着順を基本として随時受付しています。来客数の多い週末を軸に店

頭販売で直接首都圏の消費者にＰＲしてみませんか。



わかやま紀州館への販売申請についての注意事項【一部抜粋】

●テスト販売の実施

和歌山県内事業者が販売する一般加工品・非食品について、一定の出品申請要件により、
３ヶ月間のテスト販売を実施します。

テスト販売の結果は、販売期間中に得られた一般消費者及びスタッフの意見や販売実績
などの情報をとりまとめ、事業者にフィードバックし、首都圏への販路開拓に取り組む事
業者の支援を行います。

※生鮮農産物の販売についても申請に基づく出品希望生産者登録制で実施中

●店頭販促活動の実施

首都圏の消費者へ県産品の魅力を発信するため、以下の申請要件を満たす申請者に、
わかやま紀州館で店頭販促活動を行う機会を設けております。これから首都圏での販路拡
大・認知度向上を考えている商品があれば是非ご活用ください。

わかやま紀州館 販売申請手続きについてはこちら

申請者の
ご提出・お問い合わせ先 住所・電話番号

所在地の地域

和歌山市内 和歌山県庁農林水産部 〒640-8585
農林水産政策局食品流通課 和歌山市小松原通1-1

TEL 073-441-2814（直通）
海南市・海草郡 海草振興局農林水産振興部 〒640-8585

農業水産振興課 和歌山市小松原通1-1
TEL 073-432-4111（代表）

紀の川市・岩出市 那賀振興局農林水産振興部 〒649-6223
農業水産振興課 岩出市高塚209

TEL 0736-63-0100（代表）
橋本市・伊都郡 伊都振興局農林水産振興部 〒648-8541

農業水産振興課 橋本市市脇4-5-8
TEL 0736-34-1700（代表）

有田市・有田郡 有田振興局農林水産振興部 〒643-0004
農業水産振興課 有田郡湯浅町湯浅2355-1

TEL 0737-63-4111（代表）
御坊市・日高郡 日高振興局農林水産振興部 〒644-0011

農業水産振興課 御坊市湯川町財部651
TEL 0738-22-3111（代表）

田辺市・西牟婁郡 西牟婁振興局農林水産振興部 〒646-8580
農業水産振興課 田辺市朝日ヶ丘23-1

TEL 0739-22-1200（代表）
新宮市・東牟婁郡 東牟婁振興局農林水産振興部 〒647-8551

農業水産振興課 新宮市緑ヶ丘2-4-8
TEL 0735-22-8551（代表）

申請窓口

和歌山県の物産・観光の魅力を発信する拠点として、県内事業者が生
産する県産品の首都圏における認知度向上、販路拡大を支援することを
目的として、一般加工食品・非食品・生鮮農産物の販売、店頭販売の機
会提供をおこなっています。


